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❶ 
交
際
費
等

　

交
際
費
、
接
待
費
、
機
密
費
そ

の
他
の
費
用
で
、
法
人
が
そ
の
得

意
先
、
仕
入
先
、
そ
の
他
事
業
に

関
連
の
あ
る
者
等
に
対
す
る
接

待
、
供
応
、
慰
安
、
贈
答
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
の
た
め
に

支
出
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

（
租
税
特
別
措
置
法
61
の
４
③
）

①
交
際
費
そ
の
他
の
費
用
と
は
、

法
人
が
交
際
費
等
の
科
目
で
経

　

「
遺
産
に
係
る
基
礎
控
除
額
」

と
は
、
被
相
続
人
（
亡
く
な
ら
れ

た
人
）
か
ら
相
続
ま
た
は
遺
贈
に

よ
っ
て
財
産
を
取
得
し
た
人
そ
れ

ぞ
れ
の
課
税
価
格
の
合
計
額
が
、

遺
産
に
か
か
る
基
礎
控
除
額
を
超

え
る
場
合
、
そ
の
財
産
を
取
得
し

た
人
は
、
相
続
税
の
申
告
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

相
続
税
の
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
、
相
続
開
始
の
日
（
通

常
は
被
相
続
人
死
亡
の
日
）
の
翌

日
か
ら
10
カ
月
以
内
に
、
被
相
続

人
の
住
所
地
を
所
轄
す
る
税
務
署

に
相
続
税
の
申
告
と
納
税
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

❹ 

固
定
資
産
に
つ
い
て

　

法
人
税
法
上
の
固
定
資
産
と

は
、
棚
卸
資
産
、
有
価
証
券
及
び

繰
延
資
産
以
外
の
資
産
で
次
の
も

の
を
い
い
ま
す
。

（
法
人
税
法
2
二
十
二
、
法
人
税
法
施
行
令
12
）

①
土
地
（
土
地
の
上
に
損
す
る
権

利
を
含
む
）

②
減
価
償
却
資
産
（
有
形
・
無
形
・

生
物
）

③
電
話
加
入
権

④
上
記
に
準
ず
る
資
産

（
１
）
固
定
資
産
の
取
得
価
額

　

購
入
し
た
減
価
償
却
資
産
の
取

売
買
契
約
書
」
な
ど
の
第
１
号
文

書
、「
工
事
請
負
契
約
書
」
な
ど

の
第
２
号
文
書
、「
領
収
証
」
な

ど
の
第
17
号
文
書
に
つ
い
て
、
そ

の
消
費
税
額
等
の
金
額
は
『
記
載

金
額
』
に
含
め
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

❸ 

相
続
税
に
つ
い
て

　

平
成
27
年

１
月
に
「
遺

産
に
係
る
基

礎
控
除
額
」

が
引
き
下
げ

ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

【
改
正
前
】

５
０
０
０

万
円
＋

（
１
０
０

０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）

【
改
正
後
】

３
０
０
０
万
円
＋（
600
万
円
×

法
定
相
続
人
の
数
）　

〈
例
〉

法
定
相
続
人
が
配
偶
者
と
子
2

人
の
場
合

３
０
０
０
万
円
＋（
600
万
円

×
3
人
）＝
４
８
０
０
万
円

（
遺
産
に
係
る
基
礎
控
除
額
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
す
。

　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
金

額
（
以
下
、「
消
費
税
額
等
」
と

い
い
ま
す
）
が
区
分
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
ま
た
は
税
込
金
額
及
び

税
抜
金
額
が

記
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の

取
引
に
当
た

っ
て
課
税
さ

れ
る
べ
き
消

費
税
額
等
が

明
ら
か
で
あ

る
場
合
に

は
、「
建
物

理
し
た
か

ど
う
か
と

は
関
係
な

い
こ
と

②
接
待
、
贈

答
等
の
行

為
と
は
、

も
て
な

し
、
や
り

と
り
等
の

性
質
を
持

つ
す
べ
て
の
行
為
を
い
う
こ
と

③
事
業
に
関
係
あ
る
者
等
と
は
、

直
接
そ
の
事
業
に
関
係
あ
る
者

だ
け
で
な
く
、
間
接
に
そ
の
法

人
と
関
係
の
あ
る
も
の
や
そ
の

法
人
の
役
員
、
使
用
人
、
株
主

等
も
含
ま
れ
る
こ
と

④
支
出
す
る
と
は
、
接
待
す
る
な

ど
の
行
為
が
あ
っ
た
時
に
支
出

の
事
実
が
あ
っ
た
も
の
と
す

る
。
よ
っ
て
、
仮
払
ま
た
は
未

払
等
の
経
理
を
し
て
い
て
も
そ

の
行
為
が
あ
っ
た
事
業
年
度
の

交
際
費
等
に
含
ま
れ
る
こ
と

（
措
置
法
通
達
61
の
４（
１
）－

22
他
）

❷ 

印
紙
税

　

契
約
書
な
ど
に
貼
付
す
る
印
紙

税
額
の
判
断
を
行
う
際
に
重
要
に

な
っ
て
く
る
の
が
『
記
載
金
額
』
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